
様 式第 一 号 (第 一 条及 び 第 二 条 関係 }(第 一 面 )

(A4)

都 道 府 県 労働 轟 長  殿

一般事業主行動計画1策 定|・ 変更競

(ふ 惨が な )

一般事業主 の氏名又 は名称

(ふ りが な )

(法 人 の 場 合 )代 表 者 の 最 名

主 た る

注

事 業

爆 出年 月 日 令和 鯵 年 ご 月 ノ 圏

つ ぷ は う す

ップハ ウス
あ
ア

泌
人
　
る
ル

議
法
　
二

彰
動
　
ひ
ヒ

わ
活】“利

わ営ひ非争定訳特

電  話

変 更 )し た の で 、

、 下記 の とお り届

垂曇岩ぷ奥善
障害者福祉事業

所  〒 333‐ 0862
埼 玉 県川 霧市 北 園 町

並 本 マ ン シ ョ ン 101

番   号   048=269‐ 8288

次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 第

け塞ます。

12条

ち有 期 契 約 労働 者  〆θ 人 )

記

1.

2.

3.

9.

10.

11.

第I踏賣載童畳塾融覇亀ご理理喜

常 時雇 用 す る労働 者 の数

「 男性労働者の数
ヒ女性労働者の数

一 般 事 業 主 行 動 計 画 を
軽 ∃

,変 更 ) 平成・鐙∃ 3年  2月 20目

8年  3´用 31日

いつ人

人

人

爾た

が

手

民

し

変更 した場合 の変更 内容
Φ  一般 事業 主行動計画 の計画期 間
の  目標 又 |ま 次世代 育成支援対策 の内容 (既 に都 道府 県労働 局長 に届 け出た一般 事業主行 動

計画策 定・ 変更届 の事項 に変更 を及 ぼす よ うな場合 に限 る。 )

③ その afL
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② その他の公表方法

ヽ

8。 一般 事 業 主行 動 計 画 の 労働 者 へ の周 知 の方 法

日亜〕
事 業 所 内 の 見 や す い場 所 へ の掲 示 又 は備 付 |す

② 書面の交付

③ 電子メールの送信

④ その他停周知方法
(

3年  4月  1ヨ  ～  平 成

規定整備 の状況

G 有期 契約 労働者 も対象 に含 めた育児体 業制度

②  有期 契約 労働者 も対象 に含 めたその他 の両立支援制度

一般 事業 主行動計 ■L~iを 外部へ公 表 した 日又 は公表予定 簿

薫|

6.

次 世 代 育 成 支 援 対 策 蒔 内容 (第 二 面 。第 二 面 に記

次 世 代 育成 支 援 対 策 推 進 法 第 13条 に基 づ く認 定

平成〔至D 3年  3月 21日

自社 の ホ ー ムペ ー t そ の 他

載 す る こ と )

(く るみ ん認 定 )の 申請 をす る予 定

(有 ・
篭勢

・ 未 定 )

次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 第 15条 の 2に 基 づ く特 /1Jll認 定 (プ ラチ ナ く るみ ん 認 定 )の
申講 をす る予 定                          (有 ・

響)・
未 定 )



一般事業 主行動 計画 の担 当部 局名

(ふ りがな)

担 当者 鍛氏名

様式第 一 号̀ (第 一条及び第二条関係 ) (第 二面 。第二面 )

行 動 計 画 策 定

指 針 の事 項
次 世代 育 成 支 援 対 策 の 内 容 と し て 定 め た 事 項
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∪ 妊 娠 中や 出産 後 の 女 性 労働 者 め健 康 仰確 /1Xに つ い て 、 労働 者 に対 す る織J度 の周 知や

情 報 提供 及 び 相 談 体 制 の整備 の 実施

Cう _77性 の子 育 て 目的 の体 暇 の取得促 進

〓ツ
（

育児・ 介護体業法 の育児体 業制度 を上回 る期 間、回数 等 の体業制度 の実施

∪ 育 児 体 業 を 取 得 しや す く、 職 場 復 j需 じや す い 環 境 の 整 備 と して 次 の い ず れ か 一 つ 以
上 の 措 置 の 実 施

(ア)男性 の育児体業取得 を促進す るための措置の実施

{イ)育児体 業 に関す る規 定の整備 、労働者 の育児体 業 中 :こ お :す る待遇及 び育児体業後 の労働

条件 に関す る事項 に つ い て の 周 知

(ウ)育児体業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直 し

(工)育児体業 を してい る労 fej者 の職業能力 の開発及び向上のための情報提供

(オ}育 児体 業後 にお :す る原職 又 は原職相 当職 へ の復 j彙 の た めの業務 内容や 業務体 制 の 見

直 し

オ 育 児 体 業 等 を 取 得 し、又 は 子 育 て を行 う女 性 労 働 者 が就 業 を継 続 し、活 躍 で き る よ う

に す るた め の 、 次 働 い ず れ か 一 つ 以 上 の 取 組 め 実 施

(ア〕 女 性 労 働 者 に 曲 け た 取 織

り 若 手 の 女 性 労働 者 を対 象 と した 、出 産 及 び 子 育 て を経 験 して働 き続 け る キ ャ リ

ア イ メー ジ の 形 成 を支 援 す るた め の 研 修

② 社 内 の ロール モ デル と女性 労働 者 をマ ッチ ン グ させ 、当該 労働 者 が働 き続 けて

い く上 で 停悩 み や 心配 事 に つ い て相 談 に乗 り勁 言 す るメ ン ター と して継 続 的 に

支援 させ る取組

③ 育 児 体 業 か らの復 職 後 又 は子 育 て 中 の女性 労 f~m者 を対象 と した 能 力 の 向 上 の

た め 鈴取組 又 は キ ャ リア形成 を支援 す るた めの カ ウンセ リン グ等 玲取細、

① 従 来 、主 と して男性 労働 者 が従 事 して きた職 務 に新 た に女性 労働 者 を積 極 的 に

配 置 す るた めの検 証や 女性 労働 者 :こ 対 す る研 修 等職 域 拡 大 に関す る取組

◎ 管 理 職 の手 前 の戦 階 に あ る女性 労働 者 を対 象 と した 、昇 格 意欲 の喚起 又 は管理

職 :こ 必 要 なマ ネ ジ メ ン ト能 力等 の付 与 のた め の研 修

(イ )管 理職 に 向 けた取組 等

① 企 業 トップ等 に よ る女 性 の活 躍 推 進 及 び能 力発 揮 に 向 ‡すた職 場 風 土 の 改 革 に

関す る研 修 等 鍮取,組

② 女 性 労働 者 の育成 に関す る管理 職研 修 等 の 取組

③ 働 き続 |す な が ら子 育 て を行 う女 性 労働 者 が キ ャ リア形 成 を進 めて い くた め に

必要 な業 務 体 制 及.び 働 き方 の見 直 し等 に関す る管理 職 研 修

④ 育 児 体 業 等 を取得 して も中長 期 的 に処 遇 上 の差 を取 り戻 す こ とが 可 能 とな る

よ うな昇 進 基 準及 び人事 評価 制度 の 見 直 しに 向 けた 取組

り
子 ど 1)を 育 て る労 働 者 が 摯1用 で き る次 の い ず れ か 一 つ 以 上 の 措 置 の 実 施

(ア)三 歳以 上の子 を養 育す る労働者 に対す る所 定外 労機 の制限

(イ)三歳 以上の子 を養 育す る労働 者 に対す る短時 間勤務制度

(ウ)フ レックス タイ ム●ll度

(工)始業・ 終業時 :玄1の 繰上 げ又 iま 繰 下げの筆1度

キ 子 どもを育てる労働者 が寧1用 できる事業所内保育施設 の設置及び運営

ク 子 どもを育て る労働者 が子 育 てのた めのサー ビスを利 用す る際 に要す る費 用 の援 助 の措 置

の 実 施

0 労 働 者 が 子 ど もの 看 護 の た め 砕 体 暇 に つ い て 、時 間 単 位 で 取 得 で き る等 よ り利 用 しや

す い 需1度 の 導 入

希 望 す る労 働 者 に 対 す る職 務 や 勤 務 地 等 の 限 定 誌1度 の 実 施

サ 子 育 て を行 う労働 者 の社 宅 へ の入 居 に 関 す る配 慮 、子 育 て の た め :こ 必 要 な費 A―lの 貸

付 け の実 施 な ど子 育 て を しな が ら働 く労働 者 に配 慮 した措 置 鈴実 施

0 育 梵 ・ 介 護 体 業 法 に 基 づ く育 児 体 業 等 、 雇 用 保 険 法 に基 づ く育 児 体 業 給 付 、 労 働 基

準 法 に 基 づ く産 前 産 後 体 業 な ど諸 制 度 の 周 知

Ｉ
Ｆ



ス 出 産 や 子 育 て に よ る退 職 者 に つ い て の 再 雇 用 制 度 の 実 施
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(概 要 を記 載 す る こ と )

（２
）
働
き
方
的
見
直
し
に
資
す
る
多
様

な
労
働
条
件
の
整
備

0 所 定 外 労 働 の 削 減 蒔 た め め措 置 の 実施

0 年次有給体暇鋤取得の健進のた路の措置の実施

(ウ ) 短時間正社員制度母導入・定着

り 在宅勤務やテ ンフー ク等の場所 にとらわれない働 き方の導入

オ 職場優 先の意識や 固定的 な性別役害1分担 意識 の是正 のた めの情報提供・ 研修 の実施

矛
あ

他

(概 要 を記載 す る こ と )
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② 託児室・授手L議 ―ナーや乳幼児 と一緒 に摯1用 で きる トイ ンの設 置等 の整備 や 商店
街 の空 き店舗 等 を活用 した託児施設等各種 の子 育て支援 サー ビスの場の提供

(2) 地 域 にお い て 子 ど も母健 全 な 育成 の た め の活 動 等 を行 うNPO等 へ の 労働 者 の参 驚

を支 援 す るな ど、 子 ど も・ 子 育 て に 関 す る地 域 貢 献 活 動 の 実施

(3) 子 ど もが 保 護 者 で あ る 労 働 者 の働 い て い る と こ ろ を 実 際 に 見 る こ とが で き る 「子 ど

も参 観 日」 の 実 施

(4) 労 働 者 が 子 ど も との 交 流 の 時 間 を確 保 し、 家 庭 の 教 育 力 の 向 上 を 図 る た め 、 企 業 内

に お い て 家 庭 教 育 講 座 等 を 地 域 の 教 育 委 員 会 等 と連 携 して 開 設 す る等 の 取 組 砕 実 施

0 若 年 者 に対 す るイ ン ター ン シ ップ 等 の 就 業 体 験 機 会 の提 供 、 トライ ア ル 雇 用 等 を通 じ

た雇 入れ 、適 正 な募 集 ・ 採 用 機 会 の確 保 そ の 他 吟雇 用 管 理 的 改 善 又 |ま 職 業 謝1練 の推 進

そ
鋤
他

(概 要 を記載 す る こ と )


